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【環境保護地区】

主なご意見・ご質問 回答（現状）

１　今回の場所に絶滅危惧種等は生
息していないのか

　絶滅危惧種はいないと聞いている。
　解除する区域の状況は、河川緑地であり、水辺景観が優れた地
域である。

２　県は激甚災害対策特別緊急事業
実施にあたり、環境アセスを実施し
たのか

　「熊本県公共事業等環境配慮システム」に準じて環境調査を行っ
ており、その内容は、既往生物調査と現地調査において植物、魚
類、底生動物、両生類、爬虫類、哺乳類、昆虫類、鳥類調査を実施
し、希少種や現況河道特性の把握と整理を行っている。

【江津湖特定外来生物等の再放流禁止】

主なご意見・ご質問 回答（現状）

１　江津湖でのソウギョ、タイワンド
ジョウの状況はどうか

　ソウギョ、タイワンドジョウともに外来生物法の要注意外来生物で
あり、江津湖では、カムルチー（要注意外来生物）は確認されている
が、今回の調査ではソウギョ、タイワンドジョウの確認はされていな
い。

２　再放流を禁止し、回収ボックス・
いけすを設置する場合の設置費用、
人件費はどれくらいか

　滋賀県琵琶湖の事例から、回収ボックス５、回収いけす３を設置す
ると約３３万円ほどの設置費用がかかる見込みである。
　また、回収に伴う費用は、直営か委託で実施するか今後検討が必
要である。

３　在来魚が減って、外来魚が増え
たことについて、科学的に分析した
結果はないのか（定量的な話）

　継続的な調査が必要なため、今回の調査結果、また、これまでの
調査結果を用いての定量の推定は難しい。
　これまで実施した魚類調査や外来魚駆除から、在来種と外来種の
捕獲量の割合については、今後、提示したい。

４　再放流を禁止した内水面漁場管
理委員会指示に違反した場合、何か
罰則があるのか

　内水面漁場管理委員会指示については、指示に従わなければ、
知事から指示に従うよう命じられることがあり、命令に違反すると漁
業法第６７条第１１項の規定に基づき、１年以下の懲役若しくは五十
万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる。
　滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例において、
外来魚の再放流の禁止については、罰則規定なし。

５　再放流を禁止する条例を制定し
た場合の地元業者のへ影響につい
て

　江津湖のボートハウスで、竹竿を貸し出されているが、ブラックバ
ス釣り用のものではないため、再放流禁止の影響はさほどないもの
と考える。
　釣竿を持参している釣り人は、４月の調査では、平日は10～12名
ほどおり、その方が釣りをやめることになれば、釣具業者へ多少の
影響があると思われる。

６　現在のブラックバスなどの回収に
ついてはどうなっているのか

　平成１７年から「江津湖の在来種を守ろう！」という看板を設置し、
ボートハウスのご協力を得て、その中で、ブラックバス等の特定外
来魚を処分する場合は、ボートハウスにお持ちくださいと記載し、
ボートハウスで処分をおこなっている。
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７　琵琶湖では、条例制定に伴い、ブ
ラックバスの生息数は減ったのか

　琵琶湖では、平成１５年度から平成２３年度までの９年間で、漁業
者による駆除は、約３，７００トン、釣り人等による再放流をしないこ
とによる駆除は、約２３０トンの成果があがっている。
　滋賀県の防除の実績からみると、外来魚の駆除量は減少している
状況である。
　※別添資料参照
　
　【参考】琵琶湖６７０．４ｋ㎡　　江津湖０．５ｋ㎡（琵琶湖の１万分の
７．４）

８　再放流を禁止して、外来魚を買取
るような制度にすれば効果があるの
ではないか、また、そのような事例は
ないのか

　滋賀県では、平成15年度から平成19年度までの５年間、外来魚の
再放流禁止の周知を図るため、外来魚500グラムに対して買い物券
１枚５０円を交付する「びわこルールひろめよう券事業」を実施してい
る。

９　再放流を禁止して、回収した外来
魚を動植物園のエサとして利用して
はどうか

　外来魚を飼料・肥料に活用できないか大学等で研究が行われて
おり、今後検討が必要である。
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オオクチバス等に係る防除の指針【抜粋】 

平成17 年6 月3 日 

環 境 省 

水 産 庁 

１．指針作成の目的 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（以下「外来生物法」という。）

は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、生物多様性の確保、人の生命及び身体の

保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること

を目的として、平成16年５月に成立しました。外来生物法では、特定外来生物による生態系等に

係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、被害の発生を防止するため必要がある

ときは、外来生物法の主務大臣及び国の関係行政機関の長（以下「主務大臣等」という。）は防

除の公示を行った上で防除を行うこととされています。また、地方公共団体又は民間団体等が行

う防除についても、防除の公示に適合するものについては、主務大臣にその旨の確認又は認定を

得ることができることとなっています。 

平成17年４月22日に特定外来生物に指定されたオオクチバス・コクチバス・ブルーギル（以下

「オオクチバス等」という。なお、「オオクチバス」には「フロリダバス」を含む。）について

は、全国的に広範囲に分布し、生態系や水産業に被害を及ぼしています。このため、各地で防除

事業が実施されてきました。 

オオクチバス等に係る防除の公示においては、防除の目標として地域の特性に応じて完全排除

又は低密度管理による被害の低減化を図ることとされています。オオクチバス等が定着している、

又はその可能性がある全国各地の水域の中でも生物多様性保全や水産資源保護などの観点から優

先的に防除を実施すべき水域が存在しており、効果的な防除の促進に際しては、この優先度に応

じて、水域の特性と地域の状況を踏まえた適切な目標を設定し、適切な防除を推進していくこと

が必要です。 

外来生物法が施行され、特定外来生物の保管や運搬には許可が必要となりました。 

ただし、防除に係る主務大臣の確認又は認定を得ていれば、防除に伴い捕獲した個体の保管・運
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搬を行う場合において、逐一許可を得る必要はありません。確認・認定を得るためには、防除実

施計画を策定した上で、環境省及び農林水産省に申請することが必要です。なお、捕獲してその

場で直ちに殺処分する場合については、外来生物法の規制の対象ではありません。しかしながら、

オオクチバス等による被害を効果的に防止する観点から、そのような防除を行う主体にもこの指

針を参考にしていただきたいと考えます。 

効率的な防除の実施のためには多様な主体の参加と連携が必要です。今後、各地で様々な主体

による防除事業が始まると考えられます。これらの事業を効果的・効率的に進める上で、適切な

目標設定や防除手法に係る知見・情報を正確に伝達し、防除実施計画の策定方法について明示す

ることが必要であるため、防除の指針を作成しました。 

 

２．防除の優先度が高い水域の考え方 

（１）生物多様性保全の観点から重要な水域 

オオクチバス等による捕食等の直接的な被害は、魚類、昆虫類、甲殻類などに及びます。ま

た、間接的な影響は、魚食性の水鳥類、魚類に幼生を付着させる二枚貝類などにも及びます。こ

れらのうち、水域間の分散能力が低く、捕食等による直接的な被害を受けやすいのは魚類や昆虫

類、甲殻類などであり、これらの生息地における防除が特に必要です。なかでも、全国規模で見

て絶滅のおそれのある種（環境省レッドリスト掲載種など）の生息地における防除は優先度が高

く、これに次いで、各地域で絶滅のおそれのある種（各県版レッドリスト掲載種など）の生息地

についても防除を実施することが必要です。具体的には、被害が顕在化している希少なコイ科魚

類、トンボ類、ゲンゴロウ類などの生息地が挙げられます。 

絶滅のおそれのある種が生息していなくても、地域の特性を示す生物相が良好な状態で保全さ

れている水域については、防除を行う必要性が高いと考えます。特に、全国的な観点から魚類、

甲殻類、昆虫類の固有種が多く生息する水域では早急な防除が必要です。 

かつてこのような要件を満たす水域だった場所で、現在は在来生物が激減又は絶滅してしまっ

たような水域についても、地域の状況などを勘案し、防除の必要性を検討する必要があります。 

国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録された湿地や環境省が選定した「日本の重要
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湿地500」に取り上げられた水域には、絶滅のおそれのある種が生息しているか、地域の特性を示

す生物相が良好な状態で保全されているかのいずれかの条件を満たしている水域があり、それら

は防除の優先度が高いと考えます。 

 

（２）内水面漁業で重要な水域 

オオクチバス等による水産資源への被害が認められる水域及びオオクチバス等による被害の発

生源となっている水域では防除の優先度が高いと考えます。 

 

（３）予防的な観点から防除が必要な水域 

オオクチバス等は止水域または緩流域に定着しやすく、定着し得る湿地タイプは、河川中下流

域、天然湖沼、ダム・人造湖、ため池・水路、公園等の池、ビオトープなど様々です。これらの

うち、高密度に生息する水域や頻繁に水の流出入があり他水域への逸出の危険性が高い水域、人

による持ち出しが容易な水域などは拡散源になりやすく、防除の優先度が高いと考えます。また、

侵入初期の水域では、定着が進行する前に早急な防除の実施が必要であり、未侵入の水域であっ

ても、定着の可能性が想定される水域では、新たな侵入を阻止するための対策が必要です。 

 

３．目標の設定 

外来生物法は、我が国の生物多様性の確保と農林水産業の健全な発展に寄与することを目的と

しています。法に基づく防除の目的についても、単に特定外来生物を排除することにとどまらず、

環境改善対策も併せて地域の生物多様性を保全することを大きな目標とすることが重要です。具

体的な水域ごとの防除については、完全排除又は低密度管理による被害の低減化、侵入又は分布

拡大の防止などの適切な目標を決定して防除を実施することが必要です。 

 

（１）完全排除又は低密度管理による被害の低減化 

防除の優先度が高い水域では、個体数低減化手法を用い、完全排除または低密度管理により被

害を低減します。 
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その際、環境改善対策も取り入れ、個体数低減化との相乗効果を促進することが効果的です。 

個体数低減化や環境改善対策などを実施したあとに、オオクチバス等の生息状況と被害を受け

る側の在来生物の生息状況に係るモニタリングを実施して、効果を検証し、その結果を以後の対

策にフィードバックすることが必要です。 

 

（２）侵入又は分布拡大の防止 

生物多様性保全等のために防除の優先度が高い水域では、オオクチバス等定着の可能性が想定

される水域において意図的・非意図的な侵入を予防するため、監視体制の整備と早期発見・通報

システムの構築が必要です。 

また、現在オオクチバス等が定着している水域は他水域への拡散源となり得るため、逸出防止

の対策を実施することが必要です。 
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キャッチアンドリリース禁止条例を制定している県・市 
 

  県 ２  市 ３ 
  （内 訳） 
    ・キャッチアンドリリース禁止を単独で制定している県・市  ０ 
    ・環境基本条例等の条項に盛込み制定している県・市     ５ 
 
＜ 参 考 ＞ 
 
滋賀県「琵琶湖のレジャ－利用の適正化に関する条例」＜H14.10 制定＞ 

（外来魚の再放流の禁止） 
第 18 条 レジャ－活動として魚類を採捕する者は、外来魚（ブル－ギル、オオクチバ

スその他の規則で定める魚類をいう）を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に

放流してはならない 
 

● 罰則規定なし 
 

島根県出雲市「平田市在来生態系保護条例」＜H15.4 制定＞ 
（特定外来魚に係る責務） 
第 8 条 何人も一旦捕獲した特定外来魚を再放流しないよう努めなければならない 
（特定外来魚の駆除） 
第 9 条市長は、特定外来魚による在来生態系への負荷が深刻であると認めたときは、

これを駆除することができる 
2 市長は、前項の駆除を実施するときは、あらかじめ専門家等の助言を得て適切にこれ

を行わなければならない 
 

● 罰則規定なし 
 

鹿児島県薩摩川内市「い牟田池自然公園施設条令」＜H18.7 改正＞ 
 第 23 条 い牟田池の魚類を採捕する者は、外来魚（特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律（平成 16 年法律第 78 号）第 2 条第 1 項に規定する特定外来

生物のうち魚類の分類群に属するものをいう）を採捕したときは、これをい牟田池に

放流してはならない 
 

● 罰則規定なし 
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埼玉県小川町「環境保全条例」＜H16.12 制定＞ 
  （外来魚種の規制） 

第 61 条 何人も、町内に位置する池沼及び河川の生態系を乱すおそれのあるものとして

規則で定める外来魚種（その卵を含む。）について、次に掲げる行為をしてはならない。 
（１） 町内に位置する池沼及び河川に放流すること。 
（２） 捕獲した外来種を再び放流すること。 
（３） 捕獲した外来魚を他の池沼及び河川に放流すること。 

 
● 61 条に違反した者は 10 万円以下の罰金 

 
佐賀県「環境の保全と創造に関する条例」＜H14.10 制定＞ 

（移入規制種の移入等の禁止） 
第 66 条 何人も、前条第 1 項の規定により指定された移入規制種に係る地域内において

当該移入規制種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない 
 

● 罰則規定なし 
 
 



江津湖での特定外来魚等の再放流の禁止について 

 
１ 優先的に対応すべき区域について 

平成１７年６月に環境省・水産庁により示された「オオクチバス等に係る防除の指針」の防除の優

先度が高い水域の考え方の中に、①生物多様性保全の観点から重要な水域、 ②内水面漁業で重要な

水域、③予防的な観点から防除が必要な水域が掲げられており、 上記①、②、③に基づき、本市で

の対象区域の整理を行った。 
 

（１）生物多様性保全の観点から重要な水域 

・ オオクチバス等による捕食等の直接的な被害は、魚類、昆虫類などに及ぶ。 
また、間接的な影響は、魚食性の水鳥類、魚類に幼生を付着させる二枚貝に及ぶ。 

・ 江津湖には、レッドデータブックくまもと２００９に記載される絶滅危惧に指定される淡水

魚類・藻類が生息している。 
・ 絶滅危惧種の生存への脅威としては、河川改修、水質汚濁のみならず、外来種の侵入が掲げ

られている。 
・ 江津湖は、重要な水域と掲げられている環境省が選定した「日本の重要湿地５００」に選定。 
・ 江津湖で、ブルーギル、オオクチバス、カダヤシ等の生息が確認されている。 

（２）水産資源保護の観点から重要な水域 

  ・ 江津湖を含む加勢川(一部)、無田川、木山川(一部)が、熊本市漁業協同組合の漁場となって

おり、放流される水産種が特定外来魚等により被害があっている。 

 
（３）予防的な観点から防除が必要な水域 

・ オオクチバス等は止水域または緩流域に定着しやすく、江津湖及び東部浄化センターの南側

の放流口に、多数のナイルティラピアとオオクチバスの生息が確認されている。 
 

２ 優先的に対応すべき外来魚について   

江津湖には魚類調査や捕獲調査において特定外来魚及び要注意外来魚が確認されている。 
  ・特定外来魚（外来生物法に定める特定外来魚：ブルーギル、オオクチバス、カダヤシ） 

・要注意外来生物（環境省が指定する要注意外来生物：ナイルティラピア） 
 
３ 対応方法 

 キャッチアンドリリース禁止条例を制定している県・市    ２県、 ３市  
   ・キャッチアンドリリース禁止を単独で制定している県・市  ０ 
   ・環境基本条例等の条項に盛込み制定している県・市     ５ 
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宮園橋

二つ石

木山川の区域

画図橋

江津斉藤橋下

瀬の江橋
無田川の区域

加勢川の最下流

加勢川

無田川

木山川

水前寺江津湖公園区域

西無田橋

行政区域
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    特定外来生物（魚類） 環境省ホームページより 
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    要注意外来生物（魚類） 環境省ホームページより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 

ナイルティラピア（Oreochromis niloticus）に関する情報 

●原産地： 

 ニジェール川水系を中心としたアフリカ大陸西部およびタンガニイカ湖以北のナイル川水系である。

また、アフリカ大陸以外の原産地はイスラエルのヤルコン川である。 

●定着実績： 

  日本へは、最初 1962 年に当時のアラブ連邦から約 200 尾が移入された。カワスズメの場合とは反対

に、タイへは日本から移入されたといわれる。現在、南日本を中心に、温泉場や湧水のある池田湖な

どで自然繁殖している。 

●評価の理由 

・ 熱帯・亜熱帯性の雑食性淡水魚であり、沖縄島等で定着し、在来魚類と生息場所や餌資源を巡って

競合している可能性が指摘されているが、被害の実態は十分には把握されていない。 

●被害の実態・被害のおそれ 

熱帯・亜熱帯の淡水域、温泉地にのみ生息可能だが、水質汚濁には比較的強く、また塩分耐性もあり、

沖縄島で分布を拡大しつつある。 

 雑食性であり、沖縄島の一部の河川では優占し、在来魚類と生息場所や餌資源を巡って競合する可能

性が示唆されている。ただし、在来生物の被害実態については十分に知られていない。 

●被害をもたらす要因 

  生物学的要因 

河川や湖沼など多様な環境に生息できる． 

生息に適した水温は 24～30℃であるが、低水温には強い耐性を示し、ならしていけば 10℃でも生活で

きる．高水温に対しては 45℃でもそれほど問題なく生存できる． 

 塩分耐性があり、慣らせば海水でも飼育できる． 

 成魚は主に植物プランクトンやバクテリアを摂食する．全長 5ｃｍまでの個体は、動物プランクトンや昆

虫を含む多様な餌をとる． 

 競合する種数の多寡に合わせて、個体レベルで餌ニッチを調整する柔軟性が備わっていることが示唆

されている。 

 成熟サイズは、標準が 20ｃｍであるが、水域の大きさにも左右され、エドワード湖では全長 17ｃｍである

のに対し、大きなトゥルカナ湖では 39ｃｍにも達する．池田湖では 10～15ｃｍで成熟する． 

 雌が卵や仔魚を口腔内で保育する．１回の産卵数は全長22～25ｃｍの個体で400～800粒、35ｃｍの個

体で 1800～2000 粒である． 

●その他の関連情報 

美味であり、刺身として消費されることが多い． 

●注意事項 

・ 沖縄島等では、在来魚類と生息場所や餌資源を巡って競合している可能性が示唆されているが、被

害の実態は十分には把握されていないため、早急に科学的知見の集積が望まれる。 

・ 被害の実態は十分に把握されていないものの、予防的観点から、琉球列島、小笠原諸島等におい

て、これ以上の分布拡大を防ぐために、他水域への不用意な移植が起こらないようにすべきである。 

・ 一部で食用として利用されているが、飼養場所からの逸出により、在来生物相に影響を与える可能

性が指摘されていることに留意し、野外への逸出が起こることがないよう、適切な管理を行なうことが

重要である。 

要注意外来生物（魚類） （環境省 HP 外来生物より） 



〔熊本県で確認されている特定外来生物等〕 

分類 

種名 

 

熊本県で確認されて

いる特定外来生物 

 

〃要注意外来生物 

（１）生態系 （
２
）
人
へ
の
影
響 

（
３
）
農
林
水
産
被
害 

江
津
湖
で
の
確
認
の
有
無 

備考 

捕
食 

競
合
・
駆
逐 

病
気
等 

生
息
基
盤 

交
雑 

哺乳類 

 

クリハラリス  ○     ○ × 宇城、宇土 

アライグマ ○ ○     ○ × 城南町で目撃有 

鳥類 

 

ガビチョウ ○ ○      ×  

ソウシチョウ ○ ○      ○  

爬虫類 カミツキガメ ○ ○    ○  ○  

両生類 ウシガエル ○ ○  ○    ○  

魚類 

 

ブルーギル ○ ○  ○   ○ ○  

ブラックバス ○ ○  ○   ○ ○  

カダヤシ ○ ○  ○    ○  

チャネルキャットフィッシュ ○ ○  ○    ×  

くも・さそり類 セアカゴケグモ      ○  × H25.8 熊本市北
区で確認 

昆虫類 セイヨウオオマルハナバチ  ○ ○ ○    ○  

植物 

 

ブラジルチドメグサ  ○      ○  

ボタンウキクサ  ○      ○  

オオキンケイギク  ○      ○  

ナガエツルノゲイトウ  ○      ○  

ミズヒマワリ  ○      ×  

オオハンゴンソウ  ○      ×  

ナルトサワギク  ○      ×  

アレチウリ  ○      ○  

オオフサモ  ○      ○  

オオカワヂシャ  ○   ○   ○  

魚類 

(他多数) 

ナイルティラピア  ○  ○    ○  

タイリクバラタナゴ  ○   ○   ○  
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H２５．６．２１作成

回収BOX 回収いけす

設置基数 現在７１基 現在２９基

増設状況 平成24年度に５基増設 ここ数年増設なし

設置経費 １基約3.5万～5万円 不明

修繕維持費 軽微な修繕は回収嘱託員 軽微な修繕は回収嘱託員

回収者 回収嘱託員（非常勤職員）３人 ＮＰＯ法人

実施回数 週３日 週３日

業務内容

・北半分嘱託員１人乗車にて回収
・南半分嘱託員２人ペア乗車にて回収
・週３回実施、しかし冬場は釣人減少
にて週１回実施
・週２回はいけすの清掃で回ってい
る。

・２人ペアで乗車回収
・魚は機械に入れ堆肥化までする

経費
年間３人で１５５日出勤、１人あたり
月約１１万円相当

委託費として約５６０万円

そ
の
他

その他 堆肥は、田畑の農作物の肥料となる。

回
収
物
関
係

回
収
手
法
関
係

滋賀県琵琶湖特定外来魚再放流禁止に伴う経費
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